
 

 

警報発令時の児童の登下校について 
倉敷市立呉妹小学校 

自宅待機となる場合 

 午前６時の時点で次の①～⑧のうち、いずれかの発表・発令がされている

場合、自宅待機となります。               （表● ■） 

 

  ①  倉敷市に大雨「レベル３警報」、「レベル４危険警報」、「レベル５特別警

報」が発表 

② 高梁川または小田川に河川氾濫「レベル３警報」、「レベル４危険警報」 

「レベル５特別警報」が発表 

③ 倉敷市に暴風「警報」、「特別警報」が発表 

④ 倉敷市に暴風雪「警報」、「特別警報」が発表 

⑤ 倉敷市に大雪「警報」、「特別警報」が発表 

⑥ 倉敷市に土砂災害「レベル５特別警報」が発表 

⑦ 笹ケ瀬川または足守川に河川氾濫「レベル５特別警報」が発表 

⑧ 学校所在地(真備町妹)に「高齢者等避難」｢避難指示｣「緊急安全確保」 

が発令 

 

※ 午前７時の時点で、上記の警報等が引き続き発表・発令されている場合は

臨時休業とします。 

 

○ 午前６時の時点で、「レベル５特別警報」（大雨・河川氾濫・土砂災害）、「レベル

４危険警報」（大雨）、「特別警報」（暴風・暴風雪・大雪）、 

「警報」（暴風・暴風雪・大雪）が発表されており、午前７

時までに解除された場合          （表●） 

 ★ 登校します。給食は中止となりますので、午前中の授業を実施し 11：40 に下

校します。 

○ 午前６時の時点で、「レベル４危険警報」（高梁川または小田川に河川氾濫）・ 

「レベル３警報」（大雨・高梁川または小田川に河川氾濫）学

校所在地に「高齢者等避難」「避難指示」「緊急安全確保」が

発表・発令されており、午前７時までに解除された場合 

                     （表 ■） 

★ 登校します。給食はありますので、午後まで授業を実施下校します。 

○ 午前７時以降（登校中または在校中）に、「警報」「高齢者等避難」等の発表・

発令がされた場合 

 ★ 学校で判断し、安全に留意して対処します。 

 ★ 場合によっては、緊急に下校することもあります。ご家庭でも児童の安全確

保ができますよう、ご協力をお願いします。（「保護者連絡帳」でお知らせしま

す。）受信の確認がとれないご家庭には、学校から電話連絡をします。 

★ 「高齢者等避難」「避難指示」「緊急安全確保」が発令された地域に自宅があ

る場合には、保護者の判断で、引き渡し・自宅待機に応じます。 



 

 

【防災気象情報 発表】 

新しい防災気象情報 河川氾濫 大雨 土砂 

災害 

高潮 

気象庁（気象台）が発表 高梁川 小田川 笹ヶ瀬川 足守川 

レベル５ 特別警報 ● ● ● ● ● ● ― 

レベル４ 危険警報     ― ― ● ― ― 

レベル３ 警報     ― ―   ― ― 

レベル２ 注意報 ― ― ― ― ― ― ― 

レベル１ 早期注意報 ― ― ― ― ― ― ― 

（●市内全域 真備中学校区「自宅待機」） 

従来通りの防災気象情報 暴風 暴風雪 大雪 津波 大津波 

気象庁（気象台）が発表 

特別警報 ● ● ●   

警報 ● ● ● ― ― 

注意報 強風・波浪・乾燥など ―  

（●市内全域「自宅待機」） 

【避難情報 発令（「高齢者等避難」以上）】 

避難情報 学校園 

所在地 

在住地 

通学路 倉敷市が発令 

緊急安全確保 ■ ― 

避難指示 ■ ― 

高齢者等避難 ■ ― 

（■市内全学校園「自宅待機」） 

※ 登校時、自宅周辺が、お子さんの安全確保が十分できない状況の場合には、保護者の判断で

自宅待機をお願いします。その旨、小学校まで保護者連絡帳で連絡をお願いします。なお、こ

の場合は、欠席（遅刻を含む）扱いとはなりません。 

※ 学校への電話による問い合わせは、緊急の場合を除き、ご遠慮ください。電話の回線が少な

いので、情報収集に支障が出る場合があります。 

 


